
別表１－２(補助基準額) 

 

 

預かり時間 生活保護・低所得 一般 1 一般 2 

6時間未満 １８，７５０円 

(利用者負担０円) 

１８，５３０円 

(利用者負担２２０円) 

１６，８８０円 

(利用者負担１，８７０円) 

6時間以上 7時間未満 ２２，５００円 

(利用者負担０円) 

２２，２３０円 

(利用者負担２７０円) 

２０，２５０円 

(利用者負担２，２５０円) 

7時間以上 8時間未満 ２６，２５０円 

(利用者負担０円) 

２５，９４０円 

(利用者負担３１０円) 

２３，６３０円 

(利用者負担２，６２０円) 

8時間以上 9時間未満 ３０，０００円 

(利用者負担０円) 

２９，６４０円 

(利用者負担３６０円) 

２７，０００円 

(利用者負担３，０００円) 

9時間以上 ３３，７５０円 

(利用者負担０円) 

３３，３５０円 

(利用者負担４００円) 

３０，３８０円 

(利用者負担３，３７０円) 

※1 利用者は、所得に応じて下記の負担上限月額まで利用者負担額を負担する。 

※2 負担上限月額を超過した額は補助基準額に計上する。 

 

 

※補助基準額に係る所得区分及び負担上限月額 

所得区分 対象となる人 負担上限月額 

生活保護・低所得 生活保護受給世帯・区市町村民税非課税者 ０円 

一般１(居宅で生活する障害児) 区市町村民税課税世帯に属する者のうち、居宅で生活する者かつ区市

町村民税所得割額が２８万円未満のもの 

４，６００円 

一般２ 区市町村民税世帯に属する者のうち、上記区分に該当しないもの ３７，２００円 

 ※所得を判断する世帯の範囲は、保護者の属する住民基本台帳上の世帯とする。 


